
 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の概要 
 
 
 

１ 対象となる事業など  
 

(1) 新型コロナウイルス感染症に対応する事業（感染拡大防止策 、医療提供体制の整備） 

(2) 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地域経済、住民生活の支援等の事業 

(3) 地方自治体が令和２年度当初・補正予算で措置した経費 

(4) 国の令和２年度補正、令和元年度予備費で計上された国庫補助事業の裏負担分 

(5) 始期が令和２年４月１日以降の事業 

(6) 事業費における一般財源相当額に 10/10 まで充てることが可能 
 
 

２ 交付金対象事業の目的・条件  
 

●交付の条件は、 
 

  「緊急経済対策に資する V 字回復のフェーズに沿った内容」 

     ＋（プラス） 

  「国が新たに示す「地域未来構想 20」」 
     

参考：「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づくＶ字回復イメージ・地域未来構想 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆緊急経済対策Ｖ字回復イメージ ◆地域未来構想 20 

に合致すること。 

資料３ 



 

３ 臨時交付金の事業選定への考え方について  
 
(1) 国は１兆円(第１次補正予算)の内7,000億円分を１次交付分、２兆円(第２次補正予算）

を２次交付分として限度額を算定し、交付金を交付する。 

第１次補正予算の残3,000億円分は、今後３次交付分として交付される予定である。 

 

(2) 島田市の交付限度額と計画事業費の状況 
 

項 目 事業数 事業費(千円) 臨時交付金額(千円) 交付限度額(千円) 
１次交付分 １３ 451,876 282,749 282,749 
２次交付分 ４６ 707,797 697,000 851,144 

計 ５９ 1,159,673 979,749 1,133,893 
 

(3) 対象事業への臨時交付金（１、２次交付分）の配分の考え方 

・１次交付分では、中小企業者等への応援給付金や衛生用品購入、小中学校の端末購入

などに配分した。 

・２次交付分では、感染症拡大防止対策のための環境整備、消費拡大や観光振興などの

復興支援などにバランス良く配分した。 

・補正予算案の調整にあたり、２次交付分限度額の全てを使い切るのではなく、不測の

事態に備えて、その残額154,144千円を３次交付分申請時まで留保することとした。 

 

４ ２次交付分の主な事業（抜粋）     

 ・島田市ワーケーション推進事業（市長戦略部 戦略推進課） 

 ・自治会情報通信機器整備補助金（地域生活部 市民協働課） 

 ・無料通信アプリクーポン事業 （産業観光部 商工課） 

 

５ ３次交付分について（予定）  
 

・３次交付分の交付限度額は、秋から冬頃示される見込み。 

・申請対象額は「３次交付分限度額」と「２次交付分までの限度額の残額」 

 

 


